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平成２９年第１回教育委員会定例会 

議 事 日 程 

平成２９年１月１１日（水）午後３時開議 

 

日程第１ 議案第１号 平成２９年度一般会計予算見積書について 

日程第２ 議案第２号 三鷹市川上郷自然の村条例施行規則の一部改正について 

日程第３ 議案第３号 三鷹市立学校事案決定規程及び三鷹市立学校教職員出勤簿整理規 

           程の一部改正について 

日程第４ 教育長報告 
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午後 ３時１２分 開会 

 

○髙部教育長  ただいまから平成２９年第１回教育委員会定例会を開会いたします。 

 本日の会議録の署名委員は、池田委員にお願いいたします。 

 まず委員の皆様にお諮りいたします。この際、日程第３に、議案第３号 三鷹市立学校

事案決定規程及び三鷹市立学校教職員出勤簿整理規程の一部改正についてを追加し、以下、

繰り下げて議題といたしたいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○髙部教育長  ご異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 

 それでは議事日程に従いまして、議事を進めてまいります。 

    ──────────────────────────────── 

 日程第１ 議案第１号 平成２９年度一般会計予算見積書について 

○髙部教育長  日程第１ 議案第１号を議題といたします。 

（ 書記朗読 ） 

○髙部教育長  提案理由の説明をお願いします。教育部長。 

○伊藤教育部長  それでは、平成２９年度一般会計予算見積書について説明をさせてい

ただきます。先ほどの協議会におきまして、詳細につきましてはご説明をさせていただき

ましたので、総括的に概要をご説明いたします。 

 お手元の議案資料、平成２９年度一般会計予算見積書の１ページをお開きいただきたい

と思います。 

 歳入歳出予算見積りの総括表になります。表の左側、歳入ですけれども、本年度と書い

てありますのは平成２９年度になります。本年度の歳入総額は５億６,９００万円余となり

ます。主な増要因ですけれども、大沢総合グラウンド夜間照明設備等の整備に伴う都の補

助金、それから、大沢二丁目古民家（仮称）の整備事業に対する国庫補助金などの増要因

がありまして、前年度比で３億４,２００万円余の増、増加率は１５７.６％となります。 

 次に、右の表、歳出です。本年度、平成２９年度の教育費における歳出総額は、一番下

の欄になりますけれども、５０億１,７００万円余、前年度比では、８億８,８００万円余

の増、増加率は２１.５％となるところでございます。 

 次に、１ページおめくりいただきまして、２ページをごらんいただきたいと思います。

３ページ以降に詳細を記載しておりますけれども、２ページの総括表でご説明をさせてい

ただきます。歳出予算の内訳です。まず、教育総務費ですが、９億２,２００万円余となり

ます。こちらはさらなる事業の見直しと効率化による経費削減を図る一方、増要因といた

しましては、オリンピック・パラリンピック教育推進校事業など、教育活動の充実、それ

から、教育ネットワーク等の更新のための経費増、こうしたところがありまして、全体と

いたしましては前年度比で１億７,８００万円余、増加率は２４％となっているところでご

ざいます。 

 その下、０２小学校費です。小学校費につきましては、１４億５,６００万円余となりま
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す。増要因といたしましては、羽沢小学校のトイレ改修工事や第七小学校給食室等改修工

事などがあります。 

 一方、減要因といたしましては、高山小学校の時限付き新校舎の整備が完了したこと、

それから、羽沢小学校の校庭の芝生化事業の完了などがありまして、トータルといたしま

しては前年度比３億６,２００万円余、１９.９％の減となるところでございます。 

 次に、０３中学校費です。中学校費につきましては９億２,５００万円余となります。こ

ちらも増要因といたしましては、第五中学校の校庭芝生化整備工事などがございます。一

方、減要因といたしましては、太陽光発電設備設置工事の完了等があります。そこで、ト

ータルとして前年度比では６,０００万円余、６.９％の増を見込んでいるところでござい

ます。 

 次に、０４社会教育費ですが、８億９００万円余となります。主な増要因といたしまし

ては、社会教育会館の解体事業費の増、それから、大沢二丁目古民家（仮称）整備事業費

の増などがあります。前年度費では３億２,０００万円余、６６.９％の増となっています。 

 最後に、０５保健体育費ですが、９億３００万円余となります。こちらは、前年度比で

は６億８,７００万円余、３１８.５％の大幅な増加となっています。この主な要因といた

しましては、大沢総合グラウンド夜間照明設備等の整備、それから、総合スポーツセンタ

ー管理運営費の増などがあるところでございます。 

 その他については記載のとおりでございます。 

 説明は以上です。 

○髙部教育長  以上で提案理由の説明は終わりました。委員の皆様の質疑をお願いいた

します。池田委員。 

○池田委員  意見ですが、７ページの０２小学校費、０１の学校管理費の中の０５です

が、通学路防犯設備関係費というのが上がっておりますが、これは防犯カメラの設置とい

うことだと理解しています。これについては、従前、定例会等でもご意見申し上げている

ところでございまして、三鷹市における、地域で学校を支えていく、地域の人で子どもた

ちの安全を見守っていくという考え方に適合的でないと考えておりまして、原則的には反

対の意見でございます。 

 ただ、地域でその点について、プライバシーとの兼ね合いもありますので、地域でその

点、十分な議論がなされるように、市としても取り組みを促していただけるということを

お願いしたいと思います。そういった取り組みがあることを条件として、全体については

賛成したいと思います。 

○髙部教育長  ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。 

○須藤委員  ちょっと教えていただきたいのですが、来年度から市長部局に移行する事

務もあるかと思いますが、今の時点では教育委員会で審議するという形になるのですか。 

○髙部教育長  生涯学習センターと総合スポーツセンターの移行の部分ですね。特に一

部、人件費関係だから、総務費的な部分は市長部局で予算計上する部分もありますけれど、

基本的な事業総体は教育費だと思うんですけれども、財団との関係など、わかる方います

か。 
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○伊藤教育部長  基本的に大きなくくりとして、この後、開かれる市議会での予算説明

なども同様ですが、現在の担当部署が説明をいたします。その後、予算がこれは教育費に

なると考えているんですけれども、新たに組織が設置される４月以降は、予算を執行する

所管課が移るということになります。今、教育長がお話しされたように、細かく中を見て

いくと若干総務費で組んでいるところもございますけれども、基本的には、今の段階では

教育委員会でご審議をいただいて、その中で市へ提案をしていくという形になります。 

○髙部教育長  よろしいですか。 

○須藤委員  はい。 

○髙部教育長  ほかにいかがでしょうか。高橋委員。 

○高橋委員  新しい方向性に向けて積極的な予算のつけ方をしていただいているので、

これがうまく活用していけるように、しっかりと私も見ていきたいと思いますし、この予

算の有効活用に向けて動き出していければ何よりだと思っています。 

○髙部教育長  ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。 

○畑谷委員  オリンピック・パラリンピックの気運醸成事業というのは、この中のどこ

の項目になるのでしょう。 

○髙部教育長  スポーツ振興課長。 

○室谷スポーツ振興課長  こちら、１０ページの０５保健体育費の項、０１保健体育総

務費の目の基本的には１６番の２０２０年東京オリンピック・パラリンピック推進事業費

です。その他にも市民体育祭関係費などに組み込まれております。 

○畑谷委員  その推進事業のフラッグツアーについて、これは１週間のうちに旗が各小

学校を回るとか、そういう予定はないのでしょうか。子どもたちには、スポーツセンター

に行けば見れるということでしょうか。 

○室谷スポーツ振興課長  今のところは、ちょうど期間がゴールデンウイーク中という

こともございまして、引き継ぐ日が４月２９日、そして、お返しする日が５月５日という

ことで、総合スポーツセンターは開館しておりますので、総合スポーツセンターの中で展

示をさせていただくということを今、計画しておるところです。 

○畑谷委員  見たい人はスポーツセンターにいらっしゃいということですね。 

○室谷スポーツ振興課長  はい。 

○畑谷委員  子どもたちの間を回ったらうれしいだろうなと思ったものですから。 

○髙部教育長  この７日間というのは、全都で地域で割り振られて、武蔵野も７日間、

三鷹も７日間で巡回していくので、限られているんですね。全市的な事業の中で、子ども

たちにも積極的に見てもらいたい。 

○畑谷委員  逆に三鷹はハッピーなんですかね、連休の間に来てくれて。 

○髙部教育長  そうですね。そういう意味では、思い切り盛り上がるイベントができる

ということなので。 

○畑谷委員  そういうことですか。わかりました。 

 呼びかけは小学校にもしていただいて、子どもたちがぜひ本物を見れたらうれしいのか

なと思ったものですから、ちょっとお聞きしました。 
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○髙部教育長  ほかにいかがでしょうか。 

 ほかにご質問、ご意見等がなければ採決いたします。 

 議案第１号 平成２９年度一般会計予算見積書につきましては、先ほどの条件付きも踏

まえまして、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○髙部教育長  ご異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。 

    ──────────────────────────────── 

 日程第２ 議案第２号 三鷹市川上郷自然の村条例施行規則の一部改正について 

○髙部教育長  日程第２ 議案第２号を議題といたします。 

（ 書記朗読 ） 

○髙部教育長  提案理由の説明をお願いします。総務課長。 

○髙松総務課長  それでは、議案第２号 三鷹市川上郷自然の村条例施行規則の一部改

正についてご説明をいたします。 

 議案は、本冊の３ページからになっております。三鷹市川上郷自然の村の利用料金の改

定につきましては、平成２８年１１月の教育委員会定例会におきまして、三鷹市川上郷自

然の村条例の一部改正の市長への申出につきまして決定をいただき、１２月に開催されま

した市議会定例会に提案いたしました。市議会では、文教委員会への付託審査を経まして、

１２月２１日の本会議で賛成多数で可決成立いたしました。今回の議案はこの条例の成立

を受けまして、条例の施行について必要な事項を定める規則について細目を定めるという

内容となっております。 

 ４ページからの新旧対照表をごらんください。５ページの一番下、第１２条ですけれど

も、「利用料金の適用期間」という見出しを付しております。今回の料金改定については、

施設の利用状況に応じて、繁忙期等のシーズンによりまして料金体系を通常料金、繁忙期

料金、割引料金という３区分としまして、その時期に応じた料金を設定することとしたも

のでございます。条例では、新たに創設する三つの料金区分を適用する期間について、日

にちまで細かに規定することを想定していたことから、教育委員会規則で定めることとし

ておりました。その具体的な適用期間について、別表第４のとおりとすると規定しており

ます。 

 ８ページをごらんください。こちらに別表第４としまして、三つの料金区分を適用する

期間を規定しております。繁忙期料金については、７月２１日から９月１０日までと年末

年始、割引料金については４月１日から４月２８日までと１０月２１日から１２月１０日

までの期間に適用することとしまして、それ以外の期間を通常料金としております。条例

改正の申出の際にご説明した内容と同様の内容でございます。 

 また、戻っていただいて、７ページをごらんください。今回の条例改正では、これまで

貸し切りで使用する場合も無料としておりました多目的広場、グラウンドですけれども、

こちらについて、グラウンドの整備、また消耗品の配備など一定の管理を行っていますこ

とから、新たに利用料金の設定を行いましたけれども、この規則では、有料としている各

施設の使用時間及び使用区分を別表第２として規定しておりますので、こちら７ページの
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下から８ページにかけて記載のとおり、別表第２に多目的広場の項を追加をいたしまして、

その使用区分と使用時間を記載のとおり定めるという内容でございます。 

 また、ちょっと戻っていただいて、５ページをごらんいただけますでしょうか。第４条

第１項第４号ですけれども、改正前が「条例第７条第４号に規定する者」という表現でし

たけれども、こちらは、いわゆる市外の利用者の方、市外利用料金を適用する方のことに

なります。今回、条例改正の内容に合わせまして、市外利用料金を適用する方について、

よりわかりやすく、「市外に居住する者」と規定するとともに、市内在勤・在学の方とその

家族、姉妹都市の住民、そして、新たに施設の所在地であります川上村の住民を市内利用

者の料金の適用とするために、市外利用者から除外する。つまり、市内利用者の料金を適

用する規定としましたけれども、その条例の規定に合わせて、規則の規定についても同じ

ような文言としているという内容でございます。 

 ６ページをごらんください。６ページ中ほどに附則がございます。こちら、１項で今回

の改正について、条例と同様に平成２９年４月１日から施行することとするとともに、２

項におきまして、改正後の規定について、４月１日以降の施設使用について適用する旨の

経過措置を定めております。 

 ご説明は以上でございます。 

○髙部教育長  以上で提案理由の説明は終わりました。委員の皆様の質疑をお願いいた

します。よろしいですか。 

 ご質問、ご意見等がなければ採決をいたします。 

 議案第２号 三鷹市川上郷自然の村条例施行規則の一部改正については、原案のとおり

可決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○髙部教育長  ご異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。 

    ──────────────────────────────── 

 日程第３ 議案第３号 三鷹市立学校事案決定規程及び三鷹市立学校教職員出勤簿整理

規程の一部改正について 

○髙部教育長  日程第３ 議案第３号を議題といたします。 

（ 書記朗読 ） 

○髙部教育長  提案理由の説明をお願いします。田中教職員担当課長。 

○田中指導課教職員担当課長  それでは、今回、追加の議案として提出をさせていただ

きました２本の規程の一部改正につきまして、その背景等についてご説明をさせていただ

きます。 

 国におきましては、働きながら育児や介護がしやすい環境整備をさらに進めるため、民

間及び人事院勧告等を踏まえた国家公務員に係る規程の改正を行い、その改正内容に準じ

て、教職員、私たち市の職員であります地方公務員の育児支援・介護支援にかかわる規程

の改正を行うことといたしました。 

 具体的には、地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は

家族介護を行う労働者の福祉に関する法律、これら二つそれぞれにつきましての一部改正
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をする法律が平成２８年１２月２日に公布され、今年、平成２９年１月１日に改正法が施

行されることとなりました。これを受けまして、東京都におきましては、平成２８年、昨

年１２月２２日付けで学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例や関係規程の一部

改正を実施したものです。今回の改正の内容の具体的なものといたしましては、育児休業

等取得の対象となる子の範囲が拡大されることや、介護をする職員の超過勤務免除制度の

導入など幾つかございますが、今回提出させていただいた議案に関するものといたしまし

ては、新たな休暇として、介護時間が導入されるという点でございます。 

 介護時間の制度の概要につきましては、本日お配りをいたしましたお手元の参考資料を

ごらんください。東京都の休暇制度には、もともと四つの制度がございます。年次有給休

暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、これが現在までございました四つの制度です。今回

の改正で五つ目の休暇制度となる介護時間、これを条例上、新設するということになりま

す。 

 これに伴いまして、三鷹市立学校事案決定規程の別表中、こちら議案の新旧対照表をご

らんいただきたいと思います。こちらの３ページ、改正後の別表の中で、こちらに新たな

休暇制度である介護時間を追加するという一部改正、そして、次の６ページをごらんいた

だきたいのですが、こちらが三鷹市立学校教職員出勤簿整理規程に介護時間という新たな

事由を設けまして、相当の表示をするという一部改正を行うものでございます。 

 提案理由の説明は以上でございますが、平成２９年１月１日施行ということで、学校現

場への周知、教職員等への混乱を招かないように、昨年１２月中に、改正の概要につきま

しては校長会で説明をさせていただいております。また、都教育委員会から届きました正

式な改正通知につきましても、１月６日、既に全校に周知をさせていただいたところでご

ざいます。 

 説明は以上です。 

○髙部教育長  以上で提案理由の説明は終わりました。委員の皆様の質疑をお願いいた

します。高橋委員。 

○高橋委員  制度なので変えようもないと思いますが、１日は２時間以内になっていま

すけれど、これは上限を設けないのですか。 

○田中指導課教職員担当課長  その制度は、制限はございません。ただ、要件につきま

しては介護休暇を取得するのと同じような、要介護支援が必要だとか、そういった要件規

定がございますので、それを証明するような申請書に基づきましての申請は必要になりま

すけれども、取得の初日から３年以内であれば回数制限なく取得することが可能です。 

○髙部教育長  これは無給だという制度と、それから業務に支障がないようにという前

提なので、特に回数制限はないということなのですか。 

○田中指導課教職員担当課長  学校で学級担任を持っているという学校現場になじむか

というと、なかなか難しいところもございまして、こういった制度ですとか、もともとあ

ります介護休暇、短期の介護休暇、それと今、７時間４５分の勤務時間は変えずに勤務を

振り分けをするといいますか、割り振りを変更するというようなさまざま育児や介護に考

慮したといいますか、そういった制度も別途導入されておりますので、そういったものを
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組み合わせながら、何とか校務に支障がない範囲で校内で工夫をしているというような状

況で、この取得者が学校現場で非常に増えるとは考えておりません。 

○高橋委員  わかりました。 

○髙部教育長  ほかにいかがでしょうか。 

 ちなみに、介護休暇取得者は実績でどのぐらいいるんですか。 

○田中指導課教職員担当課長  今年度におきましては、１学期に取得をしている者がお

りました。小学校の教員１名だけでございます。１８０日という範囲の中で申請が出まし

たので、そこは後補充の講師が入るという制度を持っておりましたので、直接に授業です

とか、学校運営に支障はございませんでした。 

○髙部教育長  介護休暇は１日単位なんですか。 

○田中指導課教職員担当課長  介護休暇は、取得単位は１日単位です。 

○髙部教育長  ほかにいかがでしょうか。 

○池田委員  基本的なことなのですが、育児休業となっているのと介護休暇となってい

るのは、何か違いがあるんですか。 

○髙部教育長  親法の関係なんでしょうけれども、総務課長。 

○髙松総務課長  確かに民間の労働者に適用される法律においては、育児休業、介護休

業というふうに表現が統一されているんですけれども、公務員に適用される法律において

は、地方公務員の育児休業等に関する法律というものがございます。民間労働者に適用さ

れる部分の介護休業については、国家公務員も地方公務員も介護休暇という仕組みで持っ

ておりまして、ただ、内容としては同じものということになります。 

○髙部教育長  公務員は休暇制度で統一されているから年次休暇とか、特別休暇で、休

暇で統一したんでしょうね。だから、一般社会では介護休業とあるのを介護休暇で読みか

えているんでしょうね。 

○池田委員  わかりました。ありがとうございます。 

○髙部教育長  ほかにいかがでしょうか。 

 ほかにご質問、ご意見等がなければ採決いたします。 

 議案第３号 三鷹市立学校事案決定規程及び三鷹市立学校教職員出勤簿整理規程の一部

改正については、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○髙部教育長  ご異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。 

    ──────────────────────────────── 

 日程第４ 教育長報告 

○髙部教育長  引き続き、日程第４ 教育長報告に入ります。 

 総務課長。 

○髙松総務課長  それでは、各課からの月次報告をさせていただきます。こちら本冊の

資料の１０ページ、１１ページをごらんください。 

 まず総務課庶務係関係ですけれども、１０ページの実績等報告につきまして、１２月１

２日に市議会文教委員会が開催されまして、先ほど規則改正の議案も審議いただきました
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けれども、文教委員会で２件の議案、川上郷自然の村条例の一部を改正する条例、そして、

川上郷自然の村の指定管理者の指定についての議案の審査が行われますとともに、教育委

員会から４件の行政報告を行っております。平成２８年度児童・生徒体力・運動能力、生

活・運動習慣等調査結果、平成２７年度三鷹市立小・中学校児童・生徒の問題行動等の実

態、また、大沢台小学校給食調理業務の委託について、そして、三鷹市民駅伝大会の結果

報告という４件の行政報告を行っております。 

 次に、右側、１１ページの予定等報告でございます。１月１３日ですけれども、東京都

市町村教育委員会連合会の常任理事会、理事会及び理事研修会が東京自治会館で開催をさ

れる予定です。連合会常任理事を務めていただいております高橋委員に出席をいただく予

定となっております。よろしくお願いいたします。 

 また、１月２５日ですけれども、本年度最後の教育委員会学校訪問を第六中学校で実施

いたしますので、よろしくお願いいたします。 

 また、１月２７日には、教育委員会と市立小・中学校保護者代表との教育に関する懇談

会を開催する予定ですので、あわせてよろしくお願いいたします。 

 続きまして、１２ページ、１３ページをごらんください。教育センターと施設係関係の

実績、予定等報告になります。主な設計委託、また工事関係につきましては、記載のとお

りでございまして、現在、順調に進捗しているところでございます。 

 総務課からは以上でございます。 

○髙部教育長  学務課、お願いします。 

○桑名学務課長  学務課でございます。１４ページの実績等報告をごらんください。１

２月２日の教育センターを会場として実施しました就学時健康診断でございます。来年度

小学校入学予定の児童を対象として、各小学校で１０月１９日から実施してまいりました

が、各小学校で実施した際に、都合により受診できなかった児童の健康診断を教育センタ

ーを会場として実施いたしました。当日は、１０６人の児童の受診がありましたが、各学

校の受診者を含めると全体で１,４９７人が受診をしました。 

 そのほかについては記載のとおりでございます。 

 学務課からは以上でございます。 

○髙部教育長  指導課、お願いします。 

○宮崎指導課長  指導課長です。１６ページをごらんください。今、新たに資料を配ら

せていただいています。まず１２月ですけれども、１４日、いじめ問題対策協議会を実施

しました。今年度第２回となりました。三鷹市のいじめ防止対策推進基本方針の改定につ

きまして、ほぼ最終的な意見をいただいたところでございます。今後、改めて教育委員の

皆様にもお示しをさせていただく予定でございますので、その際はよろしくお願いいたし

ます。 

 １５日、木曜日ですけれども、中学生の「東京駅伝」大会結団式・激励会を市長も出席

のもとで実施いたしました。今年度は２月５日、日曜日、味の素スタジアム、都立武蔵野

の森公園特設周回コースでの実施、昨年と同様の形で実施という予定になっております。

今年度は、新しく表彰制度がちょっと変わったところがありまして、今までのものにプラ
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スして、各区市町村における前年度までの最高記録を更新したそれぞれの男子、女子のチ

ーム、三鷹であれば、三鷹の今までの男子のベスト、女子のベストを更新したら賞がいた

だけるということで、もちろん順位を目指すのも大事なことですけれども、そうやって自

分たちの記録を更新していくというところも一つのいい機会をいただいたのかなと思って

おります。また、毎年、会場が地元ということもありまして、応援の吹奏楽部の演奏、今

年度は一中、二中、七中がそちらに参りまして吹奏楽の演奏をするということがございま

すので、もしよろしければ、ごらんいただければありがたいなと思っています。 

 そして、２学期の終業式がありまして、年を越しまして、始業式が行われました。いつ

も学期初めのところは、いわゆる不登校児童をはじめ気になる児童・生徒、出席情報が気

になるところですが、今のところ、特に気になる児童・生徒についての情報は入ってきて

おりません。 

 右のページ、１７ページに移ります。１月１６日の月曜日から中学校の自然教室、第一

中学校を先頭としてスタートをすることになります。 

 そして、１月２４日から２月３日のところですけれども、中学校の書初展が今年度は本

庁舎の１階ホール、市役所、入ったところで行われます。この意図は、今まではセンター

の２階だったんですけれども、より多くの人に、市民の皆様の目に触れるということで、

スペースは若干狭くなりますので実際どうかなというところはありますけれども、なるべ

く多くの方に見ていただけるようにということで意図して、このようにしておりますので、

よろしくお願いいたします。 

 同じく２５日から２８日までは、小学校の図工展が例年どおり、芸術文化センターで実

施をされます。 

 また、１月３１日、一番下ですけれども、みたか学校支援者養成講座、三鷹ネットワー

ク大学で実施をいたします。これは活動の報告で勉強し合うということで、今年度の報告

学園は中央、鷹南、東三鷹ということを予定しております。 

 日程関係についての報告は以上でございます。 

 続いて、お手元に体育的行事への対応についての４枚つづりのプリントを置かせていた

だきました。こちらをご用意ください。Ａ４のものです。 

 三鷹市立学校における体育的行事への対応方針についてということで、２枚目をごらん

いただきますと、昨年の４月、このような形で、「体育的行事における事故防止の徹底につ

いて」ということで、いわゆる組み体操というものに対しての安全に関する社会的な関心

を発端として、本市としてもこのような通知文をつくって、学校ともいろいろな話をしな

がら、今年度の体育的行事、いわゆる運動会、体育祭を実施してきたところです。 

 三鷹では、中学校でのいわゆる組み体操というのはございませんで、小学校での実施と

いうことになっていたわけですけれども、いわゆる組み体操を実施する場合については、

ピラミッド、タワーについては原則として休止という東京都の方針とそこは似ているとこ

ろがあるんですけれども、そのような形で実施をさせていただきました。 

 実際やってみてどうなんだというところでございますけれども、各学校においては、そ

れぞれ学校ごとに創意工夫をいたしまして、多くの学校で保護者や地域についても、理解
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が得られる、よかったというような評価、肯定的な評価が多かった結果だと受けとめてお

ります。 

 このプリントの一番最後のページですけれども、都立学校長宛ての写しがございます。

これは２８年１２月２２日、先月に東京都教育委員会の教育長名で発出されたものですけ

れど、いわゆる都立学校に対してのものですけれども、この１というところを見ますと、

さまざまなことを踏まえてなんですが、いわゆるピラミッドとタワーについては、原則と

して休止から、今度は禁止という形で結論を出しています。 

 今年度の三鷹での運動会の実施状況、これは、実際、けがが少なくなったのかというこ

とになりますと、例えば骨折だけ取り上げますと、２６年度が５件、２７年度も５件ござ

いました。いわゆる組み体操の要素を含む演技の中でのけがでございます。骨折が２６年

度５件、２７年度５件。２８年度は０件でございました。単に組み体操をピラミッド、タ

ワーを休止したというだけではなくて、演技全般について学校の安全に対する意識が高ま

った、気をつけるようになった。子どもたちにこの演技がどういうものなのか、あるいは

どういうことを目指していくのかということを十分に説明をしてきた。ですから、子ども

たちも真剣に取り組む、そういう状況ができていた。また、保護者に対してもそういう意

味で説明も丁寧にしてきたというところが今年度の結果だったのかなと受けとめています。 

 そういった経緯を東京都の通知も受けて、さまざまな経緯を踏まえて、１枚目にありま

すように、このような形で学校長に示していきたいと考えています。１番のところですが、

ピラミッド、タワーについて、けが等の危険性が高いことから、原則として禁止をする。 

 ２番なんですけれども、いわゆる安全で簡易な組み体操の要素を取り入れた演技を実施

する場合においても、その計画等、安全配慮・事故防止対策等について指導課と協議を行

う。これは今年度もこのようにしてまいりまして、具体的にこの演技のときにどういう体

制でやるのかとか、そういうことについても話をしながらしてきました。これは継続いた

します。 

 ３番目ですけれども、組み体操以外の種目についても、そのねらいを達成する観点から、

その必要性や妥当性についてきちんと評価をしてやっていきましょうということを述べて

います。 

 ４番目ですけれども、今までの組み体操というのは、基本的には５年生、６年生、ある

いは６年生単独での実施ということがほとんどだったわけですけれども、そのときになっ

て急に高いものを求めてもなかなか難しいという実態がございます。三鷹の小・中一貫教

育の９年間の見通しを持った計画的な児童・生徒の体力・運動能力の向上を図るという観

点から、しっかりと実態を踏まえて計画を作成するということを求めております。 

 ５番目です。先ほどちょっと触れましたけれども、児童・生徒が緊張感を持って真剣に

取り組む態度を維持できるような指導が大事ですということで、あわせて事故を予測した

り、危険を回避する具体的な方法も示していきましょうということです。 

 ６番目でございます。これはいわゆる周知等のことについてですけれども、やはり組み

体操という名称を使うことについて非常に抵抗のあるという部分もございます。ですから、

名称も含めて、そして、内容について、それから、教育的な意図についても、子どもたち
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がまず第一で、そして、保護者に対してもきちんと説明の機会を、今年度もやりましたけ

れども、そうやって学校が何をしていきたいのか、子どもたちに何を求めていくのか、子

どもたちは何を目標にしていくのか、こういうことを明確にして進めてくださいというよ

うな、このような通知を今後、発出をしてまいりたいと考えております。 

 体育的行事に限らず、また、さまざまな体育の日ごろの授業に関してもやっぱり安全と

いうのは第一になりますので、こういうことをきっかけに、三鷹市全体で安全に対する意

識をしっかりと持ちながら、教育的意義が達成できるような授業、行事、それが進められ

ていくようにしていきたいと思います。あわせて校長会もこれに対しては非常に意識を高

く持っていただきまして、教育委員会と今やっているのは、簡易な組み体操、具体的には

幾つかの種目がいろいろなものがあるわけですけれども、それについての指導の仕方とい

うのでしょうか、ポイントを示すような指導資料を作成する委員会を今、立ち上げたとこ

ろでございます。あわせて春の運動会の前に、いわゆる春休みの期間での研修会の実施、

それから、２学期、秋の運動会については夏休み中の研修会の実施、これを校長会と教育

委員会で協力して行っていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○髙部教育長  それでは、次は、生涯学習課です。 

○古谷生涯学習課長  生涯学習課、１８ページ、実績でございます。中ほど１２月８日、

１４日と、家庭教育学級が三小、六小で、２８年度も全２２校で実施できたということに

なっております。 

 一番最後でございます。１月９日、月曜日、先日でございますけれども、成人を祝福す

るつどいが終了いたしました。特に事故もなく終了できたということで、お越しいただい

た教育委員がいらっしゃると思いますので、ありがとうございました。対象の成人は、１,

９００人を超える成人が対象でしたけれども、参加は９７９人と、大体例年どおり、半数

ぐらいの成人が参加していただいているという中身になっております。 

 また、１９ページの予定でございます。基本的には記載のとおりでございますが、２９

日に文化財講演会「三鷹の変遷と工場の変遷」ということで、富士重工と日本無線につい

てのお話を講演会でしたいと思います。三鷹産業プラザで、講師は東大大学院で文化財保

護審議会の委員の初田先生にお越しいただいて、お話をする予定でございます。 

 生涯学習課からは以上です。 

○髙部教育長  スポーツ振興課、お願いします。 

○室谷スポーツ振興課長  スポーツ振興課でございます。まず、２０ページの１月１０

日までの実績と報告でございますが、こちらは記載のとおりでございます。 

 そして、お隣２１ページの１１月１２日から１月末までの行事予定は、まず一番上段の

本日の夜になりますけれども、第２５回市民駅伝大会の第３回の実行委員会ということで、

こちらは、主な内容といたしましては、本大会の決算報告、そして、次回大会に向けた反

省点、課題点などを各実行委員さんから挙げていただくような内容となっております。 

 一つ飛ばしまして、１月２１日の土曜日でございますけれども、こちらは来月予定され

ております小学生のソフトバレーボール交流大会の代表者会議と講習会を予定しておりま
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す。既に申し込みは締め切っておりまして、市内１５小学校のうち１２小学校からのお申

し込みをいただいているところでございます。 

 そのほかは、日程の関係は記載のとおりでございますけれども、それ以外に２点ほど、

ご報告差し上げたいのですが、まず１点目が昨年の日本プロ野球ドラフト会議で北海道日

本ハムファイターズから、三鷹市民の郡拓也君がドラフト指名されて、その入団報告のた

め、先月２８日に市長のもとを表敬訪問しております。皆様のお手元にカラー写真の資料

を席上配付させていただいております。郡さんは、小学校は連雀学園南浦小学校、同第一

中学校を卒業されて、現在は板橋区の帝京高校の３年生でございますけれども、その将来

の活躍が期待されるということで、三鷹市民としては久々のプロ野球選手の誕生というこ

とで、ご家族、そして、少年野球時代の監督さん、第一中学校の３年当時の担任の先生も

お呼びして、表敬訪問、そして、市長から激励のメッセージを送らせていただいたところ

です。 

 もう１点が今年の４月の総合スポーツセンター開設に合わせまして、新たな施設予約シ

ステムが１月４日から稼働を開始しております。１月からは、４月分の予約ができるとい

うことでございまして、これに先立ちまして、昨年中、新たな利用団体登録の申請を１０

月から１２月１６日を一旦締め切りとして受け付けしまして、現在９１５団体の申請をお

受けして、そして、この４日からシステムを稼働しておりまして、大きなエラーもなく、

今のところ、システムは動いている状態でありますことをご報告いたします。 

 スポーツ振興課は以上です。 

○髙部教育長  総合スポーツセンター建設推進室、お願いします。 

○向井総合スポーツセンター建設推進室総務担当課長  私からは、資料はございません

けれども、三鷹中央防災公園・元気創造プラザ関連について、若干報告させていただきま

す。 

 今、室谷課長から報告ありましたように、新施設のオープンに向けては、着々と準備が

進められておりまして、団体登録や、また施設予約システムによる施設の予約の手続もス

タートしています。そうした中、昨年１１月には市民向けの施設見学会を行ったところで

ありますけれども、生涯学習やスポーツの関係団体の皆様方にも施設の見学を随時行って

いるところであります。年が明けたところでも、日曜日や夜間にもちょっと見たいという

ご希望もある中で、団体登録をしていただいたスポーツ団体の皆様を対象に、１月２２日

の日曜日、また２４日の火曜日、それぞれ午前中、夜間でありますけれども、スポーツ施

設見学を行おうということで、今、計画をしています。また、オープン直前の３月には市

民向けの見学会の開催も計画していますので、また詳細が決まりましたら、教育委員会の

中でも報告をさせていただきたいと思っております。 

 私からは以上です。 

○髙部教育長  社会教育会館、お願いします。 

○新名社会教育会館長  社会教育会館でございます。２２ページ及び２３ページをごら

んください。まず実績でございます。１２月３日、４日にかけまして、第４８回三鷹市社

会教育会館のつどいを開催いたしました。これは参加団体３８団体によります、さまざま
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な取り組みを生涯学習の成果の発表の場として設定したものでございます。この両日で市

民の方々、合計４,３９５人の方においでいただきました。あわせまして、３日、土曜日の

午後には、特別講演としまして経済問題に関する講演会を開催いたしまして、これにつき

ましても、当会館の市民大学の受講生を中心に１３０人の参加を得たことをご報告申し上

げます。 

 次に、１２月８日の木曜日、こちらがその参加団体の方々が企画実行委員会という形で

これまでこのつどいの企画運営に携わっていただきましたので、この４回目の企画実行委

員会で今回の取り組みの反省を行ったというところでございます。 

 残りの実績と、あと予定につきましては記載のとおりでございまして、市民大学事業を

中心としまして、順調に進行させていただいているところです。 

 以上でございます。 

○髙部教育長  図書館、お願いします。 

○田中三鷹図書館長  図書館でございます。２４ページをごらんください。まずは実績

の報告ですが、今、社会教育会館からご報告ありました社会教育会館のつどい、下連雀図

書館も３月をもって閉館をしますので、社会教育会館のつどいで「こわーいおはなし会」

ということでおはなし会を実施しました。通常、下連雀図書館でのおはなし会は大体１０

人前後の参加の状況ですが、今回は、午前中では４６人、午後では５２人の参加があって、

多くの方におはなし会を楽しんでいただきました。また、１２月１１日、日曜日は、南部

図書館の特徴でもあります、みんなみサポーターとアジア・アフリカ語学院留学生による

交流イベントを開催いたしております。お子さんが１１人、留学生が６人、みんなみサポ

ーターの方１０人のご協力を得ながらイベントを開催させていただいております。 

 ２５ページをごらんください。今後の予定でございます。テーマ図書ですが、「三鷹が舞

台になった本」ということで、一般テーマ図書を開催しております。新たな三鷹を発見す

るきっかけということで、三鷹が登場する物語、三鷹にある建物、お店、場所について書

かれた本をご紹介をさせていただいております。 

 それから、イベント等ですが、１月１４日、土曜日から、公益社団法人日本動物病院協

会のご協力を得て、２回目になります「わん！だふる読書体験」を開催いたします。 

 １４日の土曜日は、ふれあい教室ということで、犬との触れ合い方を学ぶ、ふれあい教

室を開催させていただきます。当日は、ボランティアのご協力で、１２頭の犬が図書館本

館に来て、ふれあい教室を開催させていただきます。それにあわせて、２８日、土曜日か

らは読み聞かせ体験を開催いたします。こちらは２月１８日、３月２５日、計３回の事業

となっております。 

 また、１月２６日、木曜日は三鷹市文庫連絡会講習会で、テーマが「妖怪や怪獣がなぜ

流行る？ ゴジラ、鬼太郎から妖怪ウオッチまで―怪異文化の現代史」ということで、小

学館『小学一年生』の元編集長の野上暁さんをお迎えして講習会を開催させていただきま

す。 

 また、最後に、１月２９日、日曜日に、「神沢利子さんの誕生日をお祝いしよう！」とい

うことで、本館でイベントを行わせていただきます。こちらは清原市長、髙部教育長にも



 16 

ご出席をいただいて、神沢利子さんの９３回目の誕生会を市民の方と一緒にお祝いをしま

す。当日は、神沢利子さんの読み聞かせや、また、インタビュー等で交流を深めればと考

えているところです。 

 そのほかのイベント等は表記のとおりでございます。 

○髙部教育長  以上で報告は終わりました。委員の皆様の質疑をお願いいたします。 

○高橋委員  組み体操の関係のことですけれども、禁止をしないということであれば、

やはり先ほどおっしゃったようなしっかりとした研修のもと実施をさせていくというのは

意味のあることだと思うので、それを徹底していただきたいと思います。指導資料を作成

しただけではなくて、それをもとに研修しておられるということは大事なことだと思いま

すし、できれば初任者研修の内容としても取り上げていただいて、初任者が力をしっかり

つけていくことが全体の底上げにつながるんではないかなということも考えました。 

 組み体操以外のことについても、やはり検討が必要だと思って、なぜああやって足を縛

って何かやりたがるのかなというのを常に思っています。特に中学生であれだけ大きくな

って、足を縛って何かがあったときには、そこの体重が全てかかってくるわけで、ほんと

うに足を縛らなければ運動会ができないのかどうかというあたりを検討して、ご指導いた

だければありがたいと思っています。 

 また、ここに書いてあることは大事なことだと思っておりまして、特別活動を学校行事

として行っていますね。そこを徹底していただきたい。体育の授業で足を縛って何かやる

ようなことはあり得ないと思っています。あれはあくまでも運動会の練習として、特別活

動の学校行事として行っていただきたいと私は思っています。 

 それから、最初のお話にあった就学時健診の１,４９７人というのはどのぐらいの割合に

なるのでしょうか。これにかからなかった子たちのこれからの対応というのはどんなふう

になるのかを教えていただけたらと思います。 

 あと、ソフトバレーボールのボールがいつまでもソフトバレーボールのボールなんです

けれども、２１世紀なので、あのボールはそろそろそれらしいものに変わっていく必要が

あるのではないかと思っていますが、いかがでしょうか。 

 最後に、図書館については、学校図書館の土曜開館については、どちらが管轄しておら

れるのかわからないのですけれども、利用者人数と費用対効果を考えたときに、今後どん

な方針を持っておられるのかを聞かせていただけたらと思います。 

○髙部教育長  ４点ございましたけれども、二つ目の、就学時健診、どうぞ。 

○桑名学務課長  それでは、就学時健診についてでございますが、受診者の割合ですが、

対象者が１,５６５人で、９５.６５％が受診率になります。過去数年が９５から９６％と

いう受診率ですので、ここは、大きく差はないかなと思っています。受診しなかった方に

ついては、私立に進まれる方で、その学校でされている方もいらっしゃいますので、それ

以外で、公立でどうしても都合がつかなくて受診をできなかった方について、問い合わせ

があった場合については、保護者の方の負担となってしまいますが、内科の健診だけでも

受診をしていただくようにお願いはします。健診自体は自治体に実施義務がありますが、

受診の義務はないものですから、健康状態を把握した上で小学校入学を迎えられるように
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ということで、内科だけでも受診のお願いをしているということでございます。 

○髙部教育長  ソフトバレーはどうですか。 

○室谷スポーツ振興課長  スポーツ振興課です。ソフトバレーボール交流大会について

ご質問いただきましたけれども、今度、１８回目を迎えます。この事業は、三鷹市のスポ

ーツ推進委員の皆さんが主催となって、地道にこの１８回目を迎えるわけですけれども、

やはりスポーツ、レクリエーションの普及という観点から、スポーツの苦手な子でも取り

組みやすいソフトバレーボールということで、非常に地道な活動、今はソフトバレーボー

ル連盟という連合組織も結成されまして活発な活動を続けているところでございます。 

 そして、小学校を卒業すると、中学校になると皆さん大体、いわゆる通常のバレーボー

ル部に入られる。中学校になってもソフトバレーボールを継続される子はほとんどいない

ような現状でございまして、そういう成長過程の中で非常に意義のある大会だと考えてお

りまして、このバレーボール大会を変更するという計画は、今のところ、ございません。

ただ、やはり先ほどのオリンピック・パラリンピック事業のところでもありましたけれど

も、通常のバレーも、小学生を対象にしまして、オリンピアンを講師に招いた通常のバレ

ーボール教室、こちらも並行して行っておりまして、市内に今、二つ、民間のバレーボー

ルチームが活動しているんですが、その部員の拡充も含めて、そちらも連携をとりながら

取り組んでいるところでございます。この後、ラグビーなんかも、いきなりぶつかり合う

ラグビーというのはなかなかハードルが高い部分がありまして、そのあたりはタグラグビ

ーですとか、そういったものをまず導入部分で取り組んでいって、そして、また大会など

も開きながら、そして、成長とともに本格的なラグビーに結びつけばいいなと、参考まで

にそのように考えているところでございます。 

 以上です。 

○髙部教育長  図書館長。 

○田中三鷹図書館長  学校図書館の土曜日開放については、基本的には、私ども図書館

が管轄をさせていただいております。課題が実際にあるということは認識をしております

が、ここ数年ですが、学校図書館司書と図書館職員とが一緒に研修をしたり、連絡報告会

等を行っていて、各学園で小・中の学校図書館が連携したイベントを開催するというよう

なことの事例があって、参加者も、来館者数も増えている事例が幾つかありますので、そ

ういうような情報を共有しています。また、その場に出前図書館として図書館も参加をさ

せていただいて、本の貸し出し、また読書相談等も学校図書館の司書と連携をしながらや

っておりますので、その連携等をしっかりと広げていきたいとは考えています。一方で、

中学校の学校図書館についての利用実績というのがあまり上がらず、ほんとに数名の方が

来るか来ないかというような現状がございますので、そのあたりの課題についてはもう少

し学校図書館の趣旨をまた職員の方と、場合によっては校長先生等も含めてご相談をしな

がら、今後の発展的な土曜日開放に向けて取り組んでいきたいと課題を認識しているとこ

ろでございます。 

○髙部教育長  いかがでしょうか。よろしいですか。 

○高橋委員  わかりました。バレーボールについては、おそらくあのバレーボールを学
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校では使わないと思います。ソフトバレーボール、小学校でやりますね。そのときに使う

ボールはあのボールではない。あのボールは非常にコントロールが難しいので、小学生で

もコントロールしやすいように開発されたボールを使ってやるように変わってきていると

思うんです。だから、伝統は確かにわかるし、あれで培ってきた文化があるんだと思いま

すけれども、学校現場の現状からはちょっと違うかなと印象を持っています。 

○室谷スポーツ振興課長  そのあたり、今、状況も確認しながら、検討してまいりたい

と思います。ありがとうございます。 

○髙部教育長  実際、小学校の体育の授業の中でバレーボールというのはやっていると

ころはあるんですか。それはどういうボールを使っているのかわかりますか。 

○高橋委員  ソフトバレーボールもいろいろ種類があって、私は「ぼよよん」と呼んで

いて、幾つか種類があるかと思うので、あの形のものは確かに今でも置いてはありますけ

れども、もっと操作性のいいもので、中学校とか、その次につながる基礎的な技術が習得

できるような開発されたボールを入れていくという方向も検討されていると思います。そ

れを踏まえた上で、どこまでソフトバレーボール文化を大事にするか、ソフトバレーはあ

のボールにこだわっているというのであれば、ありだと思いますけれど。 

○室谷スポーツ振興課長  わかりました。ありがとうございます。 

○髙部教育長  レクリエーションからスポーツへつなげるようなということですね。 

○室谷スポーツ振興課長  そうですね。わかりました。 

○髙部教育長  ほかにいかがでしょう。 

 組み体操のところはおっしゃるとおりで、昨年、社会問題になったのがピラミッド、タ

ワーだったんですけれども、原則休止にしたことによってけがが激減してはいます。ただ、

中学校では、おっしゃるように、ムカデ競技とか、そういう部分で捻挫が起きているとい

うことなので、私どもとしては、単にタワーとか、ピラミッドだけじゃなくて、ムカデ競

技などの部分についても、果たして必要なのかどうなのか、やるにしても、どういう安全

確保が必要なのか。子どもたちがヒートアップしちゃいますので、気が焦って事故につな

がるということもありますので、より慎重に、計画的に、やるならば協議しながらやって

ほしいと思います。 

 ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、日程第４ 教育長報告を終わります。 

 以上をもちまして、平成２９年第１回教育委員会定例会を閉会いたします。ありがとう

ございました。 

    ──────────────────────────────── 

午後 ４時１７分 閉会 

 


